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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】部分放電や沿面放電で生じるＵＶ線を吸収する
ための添加物、及び／またはＵＶ保護層を絶縁体に備え
ることにより、絶縁耐力を高めた点火プラグを提供する
。
【解決手段】点火プラグ１の燃焼室側には、絶縁体２と
ハウジング１０との間で間隙１３が開いており、酸化ア
ルミニウムをベースとする当該絶縁体２は金属酸化物、
特に酸化チタン及び／または酸化ジルコニウムからなる
ＵＶ線を吸収するための添加物、及び／または保護層を
備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＵＶ線の吸収のために形成される手段を有し、前記手段はセラミック材料である、セラ
ミック絶縁体、特に酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）をベースとするセラミック絶縁体（２
）。
【請求項２】
　前記ＵＶ線を吸収する手段は、ＵＶ線を吸収するために形成されたセラミック添加物及
び／又はセラミックＵＶ保護層であることを特徴とする、請求項１記載のセラミック絶縁
体。
【請求項３】
　前記添加物が前記絶縁体（２）の表面の少なくとも一部に集中していて、それによりＵ
Ｖ保護層（１１）を形成することを特徴とする、請求項２記載のセラミック絶縁体。
【請求項４】
　前記添加物が前記絶縁体（２）の表面の少なくとも一部に集中している及び／又は前記
添加物が絶縁体中に、特に均質に、分配されていて、前記絶縁体（２）のＵＶ透過性を低
下させることを特徴とする、請求項２又は３記載のセラミック絶縁体。
【請求項５】
　前記手段は、金属酸化物、特に酸化チタン（ＴｉＯ2）及び／又は酸化ジルコニウム（
ＺｎＯ）を有することを特徴とする、請求項１から４までのいずれか１項記載のセラミッ
ク絶縁体。
【請求項６】
　前記ＵＶ保護層（１１）は１μｍ～１００μｍ、特に２０μｍ～８０μｍ、特に４０μ
ｍ～６０μｍの層厚を有することを特徴とする、請求項２から５までのいずれか１項記載
のセラミック絶縁体。
【請求項７】
　前記ＵＶ線を吸収するために形成された手段の吸収係数は、酸化アルミニウム（Ａｌ2

Ｏ3）の吸収係数よりも少なくとも１０００倍、特に１０6倍大きいことを特徴とする、請
求項１から６までのいずれか１項記載のセラミック絶縁体。
【請求項８】
　請求項１から７までのいずれか１項記載の絶縁体（２）を有し、特に電極／空気／絶縁
体／電極又は電極／空気／絶縁体／空気／電極の誘電性の積層の範囲内で、前記ＵＶ保護
層（１１）が空気／絶縁体の移行部に形成されている、内燃機関用の点火プラグ（１）。
【請求項９】
　前記絶縁体（２）と前記点火プラグ（１）のハウジング（１０）との間の、燃焼室方向
に開いている間隙（１３）中で、前記ＵＶ保護層（１１）が前記絶縁体（２）上に形成さ
れていることを特徴とする、請求項８記載の点火プラグ。
【請求項１０】
　セラミック材料からなる、特に酸化チタン（ＴｉＯ2）からなるＵＶ保護層（１１）を
、前記絶縁体（２）の表面の少なくとも一部に、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）からなる
ベースと一緒に焼結させる、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）をベースとするセラミック絶
縁体の製造方法。
【請求項１１】
　まず、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）からなるベースを焼結させ、引き続き、セラミッ
ク材料からなる、特に酸化ジルコニウム（ＺｎＯ）からなるＵＶ保護層（１１）を、前記
絶縁体（２）の表面の少なくとも一部に焼き付ける、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）をベ
ースとするセラミック絶縁体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セラミック絶縁体、特に酸化アルミニウムをベースとするセラミック絶縁体
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、該絶縁体を有する内燃機関用の点火プラグ、及び該絶縁体の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の技術から、極めて良好な絶縁特性及び高い絶縁耐力を有する酸化アルミニウムを
ベースとするセラミックは公知である。このような絶縁体を、例えば点火プラグにおいて
使用するために、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）は焼結助剤を備えている。この焼結助剤
は、例えば酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、酸化カルシウム（ＣａＯ）及び酸化ケイ素（Ｓ
ｉＯ2）の三成分から構成されている。この焼結助剤は、比較的低い温度で融液相を形成
し、それによりこの材料の焼結特性を改善する。
【０００３】
　請求項１に記載の特徴を有する本発明によるセラミック絶縁体は、明らかに改善された
絶縁耐力を有する。特に、本発明による絶縁体を点火プラグに使用する場合には、この点
火プラグをより小さく構成することが可能であり、その際、点火電圧は変わらないか又は
向上させることができる。このようなより高い点火電圧を有する小さく構成された点火プ
ラグは、特に近代的な内燃機関に適用される、それというのもこの場合に例えば直噴型エ
ンジンの場合にこの点火プラグはインジョクションノズルに極めて近くに位置しなければ
ならないためである。本発明の範囲内で、積層型誘電体において、つまり電極／空気／セ
ラミック／電極又は電極／空気／セラミック／空気／電極の配置（この配置は点火プラグ
の場合に存在する）の場合、電気的破壊において一般的に部分放電及び場合により沿面火
花も生じることが確認された。この沿面火花は、特に紫外線領域の放射線を発する。酸化
アルミニウムは紫外線に対して透過性である。このことは、この放射線が絶縁体内へ進入
することができ、存在する孔内でガスをイオン化させることを意味する。この荷電された
粒子は二つの電極の間の電場中で加速され、孔壁部に衝突する際にセラミック中の結晶構
造を損傷させ、その結果、電気的破壊を引き起こす。この場合、一般に、積層型誘電体中
の絶縁耐力は、直接接触の場合よりも本質的により低く低下することが観察される。従っ
て、本発明の場合に、セラミック絶縁体はイオン化するＵＶ線から保護される。それによ
り、絶縁耐力の能力はより良好に利用され、最良の場合には直接接触の水準に高められる
。これらの利点の全ては、ＵＶ線の吸収のために形成される手段を有し、その手段はセラ
ミック材料である、セラミック絶縁体、特に酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）をベースとす
るセラミック絶縁体により達成される。このセラミック材料は、例えば金属性の層と比較
して、セラミック材料が極めて耐久性であるという決定的な利点を有する。このことは、
特にこの絶縁体を点火プラグに使用する場合に、燃焼室の極端な条件で重要である。
【０００４】
　従属形式請求項は、本願発明の有利な実施態様を示す。
【０００５】
　有利に、このＵＶ線を吸収する手段は、ＵＶ線を吸収するために形成されたセラミック
添加物及び／又はセラミックＵＶ保護層である。絶縁体ベース材料中のこのセラミック添
加物又はセラミックＵＶ保護層は、特に沿面火花により生じるＵＶ線を吸収する。
【０００６】
　さらに、この絶縁体上に導電性保護層が設けられているのが有利である。それにより、
電気的破壊の前に生じる部分放電を分散させることが可能である。
【０００７】
　有利に、この添加物が絶縁体の表面の少なくとも一部に集中されていて、従って、ＵＶ
保護層を形成していることも考慮される。このＵＶ保護層は、絶縁体の内部へＵＶ線が進
入する前にＵＶ線を吸収する。それにより、絶縁体の孔内のガスがイオン化されかつ荷電
された粒子が電場中で加速されることが抑制される。
【０００８】
　他の有利な実施態様の場合には、この添加物を絶縁体の表面の少なくとも一部に集中さ
せ及び／又は添加物を絶縁体中に分散させ、絶縁体のＵＶ透過性を低下させることが考慮
される。絶縁体の製造の際に、例えば焼結プロセスの前にベース材料の酸化アルミニウム
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をこの添加物と粉末の形で混合することができる。焼結プロセスの後に、この添加物は絶
縁体中でほぼ均一に分配される。これに対してさらに、又はこれとは別に、この添加物を
絶縁体の表面の少なくとも一部に集中させ、それにより、表面的なＵＶ保護層を形成させ
る。
【０００９】
　さらに、このＵＶ線を吸収する手段は金属酸化物を有するのが有利である。有利に、こ
の場合、酸化チタン（ＴｉＯ2）及び／又は酸化ジルコニウム（ＺｎＯ）が使用される。
この両方の材料はＵＶ線を有効に吸収し、適当なドーピングによって導電性特性を有する
ことができる。さらに、この両方の酸化物は、燃焼室条件で極めて安定性である。従って
、酸化チタン又は酸化ジルコニウムを用いて、絶縁体の電気的絶縁耐力を高めるために記
載された方法の何れも可能である。第一に、焼結プロセスの前にこの酸化物を酸化アルミ
ニウム中に分散させることができる。第二に、この酸化物を絶縁体の表面の少なくとも一
部に集中させ、それによりＵＶ保護層を形成させることができる。第三に、この酸化物を
ドーピングし、それにより絶縁体の表面の少なくとも一部上に導電性の保護層を形成させ
ることができる。
【００１０】
　有利に、この導電性保護層及び／又はＵＶ保護層は、１μｍ～１００μｍ、特に２０μ
ｍ～８０μｍ、特に４０μｍ～６０μｍの層厚を有する。
【００１１】
　有利に、ＵＶ線を吸収するセラミックによる手段の吸収係数は、酸化アルミニウム（Ａ
ｌ2Ｏ3）の吸収係数よりも少なくとも１０００倍、特に１０6倍大きい。従って、有利に
、この添加物の吸収係数は、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）の吸収係数よりも少なくとも
１０００倍、特に１０6倍大きい。さらに、有利に、ＵＶ保護層の材料の吸収係数は、酸
化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）の吸収係数よりも少なくとも１０００倍、特に１０6倍大き
い。有利に、このＵＶ保護層は、ＵＶ線の少なくとも９０％、特に少なくとも９９％が吸
収されるように構成されている。
【００１２】
　本発明は、さらに、上記の絶縁体を有する、内燃機関用の点火プラグに関する。この場
合、有利に、電極／空気／絶縁体／電極又は電極／空気／絶縁体／空気／電極の誘電性の
積層の範囲内で、空気／絶縁体の移行部にこのセラミックＵＶ保護層が形成される。それ
により、より小さな点火プラグを構築することができ、その際、点火電圧を変化させない
か又はそれより向上させることができる。このことは、近代的な内燃機関の小型化を可能
にし、特にこの点火プラグを例えばインジェクタのすぐ近くに配置することを可能にする
。
【００１３】
　この点火プラグの有利な実施態様の場合に、絶縁体と点火プラグのハウジングとの間の
、燃焼室に向かって開口する間隙中で、導電性保護層とＵＶ保護層とが前記絶縁体上に形
成されていることが考慮される。有利に、この場合、ＵＶ保護層は、導電性保護層よりも
燃焼室側に形成されている。両方の保護層は、有利に、絶縁体の全外周部にわたり環状に
形成されている。
【００１４】
　さらに、本発明は、セラミックからなる、特に酸化チタン（ＴｉＯ2）からなるＵＶ保
護層を、絶縁体の表面の少なくとも一部に、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）からなるベー
スと一緒に焼結させることによる、セラミック絶縁体、特に酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3

）をベースとするセラミック絶縁体の製造方法に関する。酸化チタンの有利な特性に基づ
いて、この酸化物からなる保護層は、酸化アルミニウムのライン焼結プロセスで直接焼き
付けることができる。この場合、酸化チタンと酸化アルミニウムからなる層の間の界面に
反応区域が形成される。本発明によるセラミック絶縁体の範囲内で記載されたこの実施態
様は、もちろん二酸化チタンを有する絶縁体の本発明による製造方法の範囲内でも有利に
適用される。１４８０℃～１６８０℃、特に１５６０℃～１６００℃の間で焼結させるの
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が有利である。
【００１５】
　さらに、本発明は、最初に酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）からなるベースを焼結させ、
引き続き酸化ジルコニウム（ＺｎＯ）からなるＵＶ保護層を、絶縁体の表面の少なくとも
一部に焼き付ける、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）をベースとするセラミック絶縁体の製
造方法に関する。この酸化ジルコニウムは、その低い蒸発温度に基づき、有利に付加的燃
焼工程で＜１３００℃の温度で焼き付けられる。本発明によるセラミック絶縁体との関連
で記載されたこの有利な実施態様は、酸化ジルコニウムを有するセラミック絶縁体の製造
方法にも相応して有利に適用される。有利に、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）からなるベ
ースは、１５３０℃～１７３０℃の間で、特に１６１０℃～１６５０℃の間で焼結され、
酸化ジルコニウム（ＺｎＯ）は１３００℃未満で焼き付けられる。
【００１６】
　有利な実施態様の場合に、酸化アルミニウムに関する酸化チタンの割合は０．０１～２
質量％、特に０．０１～１質量％、特に０．４～０．８質量％である。有利に、酸化アル
ミニウムに関する酸化ジルコニウムの割合は０．０１～２質量％、特に０．０１～１質量
％、特に０．０１～０．５質量％である。
【００１７】
　他の別の製造方法の場合に、酸化アルミニウムを、ＵＶ線を吸収するセラミック添加物
と混合し、セラミック絶縁体を製造する。酸化アルミニウムとセラミック添加物との混合
物は、上記の２つの方法のためのベース材料としても使用することができる。
【００１８】
　次に、本発明の実施例を、添付の図面と関連して詳細に記載する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】実施例による本発明による絶縁体を有する本発明による点火プラグを表す。
【図２】実施例の点火プラグの細部を表す。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１は、実施例による点火プラグ１を表す。この点火プラグ１は、絶縁体２と、その上
に取り付けられたハウジング１０とを有する。この絶縁体２中には貫通する中空空間３が
設けられている。この中空空間３中に、順番に、接続ボルト４、第１のコンタクトパナー
ト（Kontaktpanat）５、抵抗パナート（Widerstandspanat）６、第２のコンタクトパナー
ト（Kontaktpanat）７及び中心電極８が配置されている。このハウジング１０には、接地
電極９が取り付けられている。
【００２１】
　この点火プラグ１の燃焼室側には、ハウジング１０と絶縁体２との間で間隙１３が燃焼
室方向に向かって開いている。
【００２２】
　図２は、図１から点火プラグ１の燃焼室側の部分断面図を示す。特に、この場合、絶縁
体２とハウジング１０との間の間隙１３を見ることができる。この間隙内で、絶縁体２の
外側にセラミックＵＶ保護層１１及び導電性保護層１２が存在する。ＵＶ保護層１１並び
に導電性保護層１２は、絶縁体２の全外周部に環状に設けられている。このＵＶ保護層１
１は、導電性保護層１２よりも燃焼室側に存在する。ＵＶ保護層１１について並びに導電
性保護層１２についての有利な層厚は、１μｍ～１００μｍの間である。
【００２３】
　この実施例に基づき、絶縁耐力に関して有利な特性を達成するために、セラミックＵＶ
保護層１１及び導電性保護層１２を有利に絶縁体２に取り付けることができる箇所が示さ
れた。もちろん、導電性保護層１２なしで、セラミックＵＶ保護層１１だけでも、有利に
使用することができる。特に、点火プラグ１の間隙１３中に存在するような積層型誘電体
の場合には、この保護層１１及び１２の特別な特性が効果を発揮する。導電性保護層１２



(6) JP 2011-138771 A 2011.7.14

によって、場合による部分放電が分散される。ＵＶ保護層１１によりＵＶ線が吸収される
。さらに、これとは別に、又はこれに対して付加的に絶縁体のベース材料にセラミック添
加物を混ぜることもできる。

【図１】 【図２】



(7) JP 2011-138771 A 2011.7.14

10

フロントページの続き

(74)代理人  100135633
            弁理士　二宮　浩康
(74)代理人  100156812
            弁理士　篠　良一
(74)代理人  100114890
            弁理士　アインゼル・フェリックス＝ラインハルト
(72)発明者  フランク　フェルテン
            ドイツ連邦共和国　カールスルーエ　クアフュアステンシュトラーセ　６
(72)発明者  アンドレ　モク
            ドイツ連邦共和国　グロースシェーナウ　ヴィーゼンヴェーク　１７
Ｆターム(参考) 4G030 AA16  AA17  AA36  BA12 
　　　　 　　  5G059 AA05  CC02  FF02  FF12  FF14 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

